
Ｒ6.3.8現在

整理番号 担当課 係 事務の名称 事務の目的 対象者の範囲

消1
消防本部
総務課

人事教養係 第三者行為求償事務救急搬送情報に関する事務
第三者行為求償事務に係る救急搬送に伴う傷病者情報の提供に関する事務を適正に行うこ
とを
目的とする。

傷病者

消2
消防本部
警防課

救急救助係 救命講習受講者台帳 救命講習受講者の管理を目的とする。 受講者

消3
消防本部
警防課

救急救助係 救急出場に係る活動等記録簿 救急出場に係る活動内容等を記録、報告及び管理することを目的とする。 傷病者、通報者、関係者等

消4
消防本部
警防課

救急救助係 救急出場に係る活動等記録簿（MJCデータ） 救急出場に係る活動内容等を記録、報告及び管理することを目的とする。 傷病者、通報者、関係者等

消5
消防本部
予防課

予防係 防火対象物に関する事務 防火対象物の情報、各種申請・届出及び予防査察状況等の管理を目的とする。 防火対象物の関係者、届出者

消6
消防本部
予防課

予防係 防火（防災）管理に関する事務 防火（防災）管理者及び消防計画等の管理を目的とする。 防火対象物の関係者

消7
消防本部
予防課

予防係 違反処理に関する事務 防火対象物の査察・違反処理の管理を目的とする。 防火対象物の関係者

消8
消防本部
予防課

予防係 防火管理講習に関する事務 防火管理講習修了者の管理を目的とする。 防火管理講習修了者

消9
消防本部
指令課

指令台データ（住民情報・事案データ） 災害現場を早期に把握し、迅速な対応を目的とする。 管内居住者等

消10
消防本部
指令課

指令台データ（要支援者データ） 災害現場を早期に把握し、迅速な対応を目的とする。 管内居住者、関係者、民生委員

消11
消防本部

査察調査課
査察調査係 消防法に基づく火災原因調査に関する事務 火災原因調査及び損害調査の事務 関係者

消12
消防本部

査察調査課
査察調査係 消防法に基づく届出関係事務 消防法に基づく各種届出に関する事務 届出者、申請者、関係者

消13
消防本部

査察調査課
査察調査係 消防法に基づく立入検査関係事務 消防法に基づく立入検査業務 関係者

個人情報ファイル簿一覧



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 第三者行為求償事務救急搬送情報に関する事務 

行政機関等の名称 消防長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部 総務課 人事教養係 

個人情報ファイルの利用目的 
第三者行為求償事務に係る救急搬送に伴う傷病者情報の提供

に関する事務を適正に行うことを目的とする。 

記録項目 

1 氏名 2 生年月日 3 住所 4 事故発生年月日 

5 救急事故等の種別 

記録範囲 傷病者 

記録情報の収集方法 救急活動時における本人及び関係者からの聴取 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 本庄市 保健部 保険課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）児玉郡市広域市町村圏組合 事務局総務課管理係 

（所在地）〒367-0024 本庄市東五十子 151-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

備考 
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